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ノ－トルダム清心女子大学学則 
 
   第１章 目的と建学の精神 

（目的） 
第１条 本学は、キリスト教精神に基づいて、女子学生に広い教養を授け、深く専門の学芸

を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、誠実で有能な真の自由人の育成

を目的とする。 
（建学の精神） 

第１条の２ 本学は、１９世紀初頭、キリスト教教育を子女に行うことを目的にして、フラ

ンスで創設されたカトリックの教育修道会、ナミュール・ノートルダム修道女会（Sisters 
of Notre Dame de Namur）を設立母体としている。本学の建学の精神は、修道会創始者

聖ジュリー・ビリアート（St. Julie Billiart）のキリスト教世界観を基底とした教育信念

に基づく「心を清くし 愛の人であれ（Purify your heart and be a person of love）」に

ある。 
 
   第２章 自己点検及び評価等 
第２条 本学は、前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら点検及

び評価を行い、その結果を公表するものとする。 
２ 前項の点検及び評価の実施に関する規則は、別に定める。 
３ 第１項の点検及び評価の結果については、本学の教職員以外の者による検証を受ける

よう努めなければならない。 
第２条の２ 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載等により積極的に情

報を提供するものとする。 
 
   第３章 大学の組織 
第３条 本学に文学部、人間生活学部、国際文化学部及び情報デザイン学部を置く。 
２ 文学部に英語英文学科、日本語日本文学科及び現代社会学科を、人間生活学部に人間生

活学科、児童学科及び食品栄養学科を、国際文化学部に国際文化学科を、情報デザイン学

部に情報デザイン学科を置く。 
３ 人間生活学部に児童臨床研究所を置く。児童臨床研究所に関する規程は、別に定める。 
第３条の２ 各学部・学科における人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的は、

別表１、別表２、別表３及び別表４のとおりとする。 
第３条の３ 本学に大学院を置く。 
２ 大学院に文学研究科及び人間生活学研究科を置く。大学院学則は、別に定める。 
第４条 本学に附属図書館を置く。附属図書館に関する規則は、別に定める。 
第５条 本学にキリスト教文化研究所を置く。キリスト教文化研究所に関する規則は、別に

定める。 
第５条の２ 本学に英語教育センターを置く。英語教育センターに関する規則は、別に定め

る。 
第５条の３ 本学に生涯学習センターを置く。生涯学習センターに関する規則は、別に定め

る。 
第５条の４ 本学に地域連携・ＳＤＧｓ推進センターを置く。地域連携・ＳＤＧｓ推進セン

ターに関する規則は、別に定める。 
第５条の５ 本学に産学連携センターを置く。産学連携センターに関する規則は、別に定め
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る。 
第５条の６ 本学に国際交流センターを置く。国際交流センターに関する規則は、別に定め

る。 
第５条の７ 本学にインクルーシブ教育研究センターを置く。インクルーシブ教育研究セ

ンターに関する規則は、別に定める。 
 
   第４章 学長及び教職員組織 
第６条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員を置く。 
２ 本学には、前項のほか、副学長、学部長及び附属研究所等の長並びに技術職員その他必

要な職員を置くことができる。 
３ 学長は、全学の校務をつかさどり、所属職員を統督する。 
４ 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどり、学長に事故あるときはその職務

を代行する。 
５ 学部長は、学部に関する校務をつかさどる。 
６ 教職員の職制に関する規則は、別に定める。 
 
   第５章 教授会及び評議会 
第７条 本学に教授会を置く。教授会は、学長、副学長及び教授をもって構成する。ただし、

必要のある場合は、その他の教職員を加えることができる。 
２ 教授会の運営その他に関する規程は、別に定める。 
第８条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、意見を述

べる。 
 （１）学則及び規程に関する事項 
 （２）研究及び教授に関する事項 
 （３）教育課程に関する事項 
 （４）休業日に関する事項 
 （５）学生の入学、休学、復学、退学、再入学、学士入学、除籍、編入学、転入学、転学、

転学部、転学科、留学及び卒業に関する事項 
 （６）学生の学業成績、進級及び試験に関する事項 
 （７）学位の授与に関する事項 

（８）学生の賞罰に関する事項 
 （９）学生の厚生補導に関する事項 
 （10）聴講生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生に関する事項 
 （11）学長が諮問する事項 
 （12）その他必要事項 
第９条 本学に評議会を置く。評議会は、学長、副学長、学部長、研究科長、学科長、その

他学長が必要と認めた教職員をもって構成する。 
２ 評議会の運営その他に関する規則は、別に定める。 
第 10 条 評議会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、審議し、学長に

意見を述べる。 
 （１）教授、准教授、講師、助教及び助手の資格審査に関する事項 
 （２）学部、学科及び専攻の新設又は改廃に関する事項 
 （３）諸施設の新設又は改廃に関する事項 
 （４）学長が諮問する事項 

（５）その他必要事項 
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   第６章 学生の収容定員及び修業年限 
第 11 条 本学の入学定員及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。 

学 部 学   科 入学定員 収容定員 

文 学 部   
英語英文学科 ９０人 ３６０人 
日本語日本文学科 ７０人 ２８０人 
現代社会学科 ７０人 ２８０人 

人間生活学部 
人間生活学科 ８０人 ３２０人 
児童学科 １３０人 ５２０人 
食品栄養学科 ８０人 ３２０人 

国際文化学部 国際文化学科 １００人 ４００人 
情報デザイン

学部 情報デザイン学科 ９０人 ３６０人 

第 12 条 本学の修業年限は、４年とする。 
２ 学生は、８年を超えて在学することはできない。 
 
   第７章 学年、学期及び休業日 
第 13 条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
第 14 条 学年を次の２期に分ける。 
 第１期 ４月１日から９月３０日まで 
 第２期 １０月１日から翌年３月３１日まで 
第 15 条 休業日は、次のとおりとする。 
 （１）日曜日 
 （２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日 
 （３）創立記念日（１２月８日） 
 （４）夏季休業日（８月１日から９月３０日までの日） 
 （５）冬季休業日（１２月２０日から翌年１月６日までの日） 
 （６）学年末休業日（３月１５日から３月３１日までの日） 
２ 休業日は、教授会の議を経て、変更することができる。 
３ 学長は、前２項に定めるほか、臨時の休業日を定めることができる。 
 
   第８章 入学、休学、復学、退学、再入学、学士入学、除籍、編入学、 
       転入学、転学、転学部、転学科及び留学 
第 16 条 入学の時期は、学年の始めとする。 
第 17 条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 
 （１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

（２） 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、

これに相当する学校教育を修了した者を含む。） 
 （３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定したもの 
 （４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 
 （５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定め
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る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 
 （６）文部科学大臣の指定した者 
  （７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧

規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 
 （８）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、１８歳に達したもの 
第 18 条 入学を希望する者は、所定の検定料を添えて、入学志願書及び出身学校長から提

出する調査書を所定の期日までに提出しなければならない。 
第 19 条 入学者の選考は、選抜試験の結果に基づいて、教授会の議を経て行う。 
第 20 条 選抜試験に合格し、所定の期日までに本学則に規定する納入金を納め、保証人連

署の誓約書を提出したものに対して、入学を許可する。 
第 21 条 保証人は、独立の生計を営み、保証人としての責務を確実に果たし得る者でなけ

ればならない。 
２ 本学が保証人として不適当と認めたときは、その変更を命ずることがある。 
３ 学生が、保証人を変更しようとするときは、直ちに届け出なければならない。また、保

証人が、住所又は氏名を変更したときは、直ちに届け出なければならない。 
第 22 条 病気その他の理由により、２か月以上修学できない者は、保証人連署の上、事由

を具して休学を願い出ることができる。 
２ 理由が病気である場合は、医師の診断書を添付しなければならない。 
第 23 条 休学の期間は、第１２条に規定する在学期間に算入せず、通算して２年を超える

ことができない。 
第 24 条 休学期間中であっても、休学の理由が消滅した場合には、学長の許可を得て、復

学することができる。 
第 25 条 病気その他の理由により、退学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て許

可を得なければならない。 
第 26 条 前条により退学した者が、２年以内に再び入学を希望した場合は、教授会の議を

経て、退学時の相当年次に再入学を許可することがある。 
第 27 条 次の各号の一に該当する者は、除籍する。 
 （１）死亡した者  
 （２）学費を滞納した者 
 （３）第１２条第 2 項に定める在学年限を超えた者 
 （４）休学の期間が 2 年を超えた者 
２ 前項第２号によって除籍された者については、学費未納の当該期間の履修科目は抹消

される。 
３ 第１項第２号によって除籍された者が、２年以内に、未納分の学費を納入した場合は、

除籍決定日に遡って、扱いを退学と変更できる。なお、この場合においても、抹消された

履修科目は復活しない。 
（編入学） 

第 28 条 学士の学位を有する者が、本学への編入学を希望するときは、選考の上、教授会

の議を経て、編入学を許可することがある。 
２ 短期大学を卒業した者が、本学への編入学を希望するときは、選考の上、教授会の議を

経て、編入学を許可することがある。 
３ 編入学の取扱いに関する規程は別に定める。 

（転入学） 
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第 29 条 他の大学に在学している者、国外の大学に在学している者及び外国の大学の課程

を有するものとして当該国・地域の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ

って、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者（学校教育法第 90
条第 1 項に規定する者に限る）が、本学に転入学を願い出たときは、選考の上、教授会の

議を経て、転入学を許可することがある。 
２ 他の栄養士養成施設の在学者で、卒業に必要とする履修科目を本学食品栄養学科にお

いて履修することが可能であると認められた者は、転入学を許可することがある。 
（転学） 

第 30 条 本学から他の大学へ転学を希望する者は、本学の学長の許可を得なければならな

い。 
（転学部・転学科） 

第 31 条 削除 
第 32 条 本学の学生で、他の学科に転学科（転学部を伴う場合を含む。）を志願する者が

ある場合は、選考の上、教授会の議を経て、許可することがある。 
２ 転学科に関する規程は、別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 
第 33 条 本学が教育上有益と認めるときは、国内の大学（短期大学を含む。）との協議に

基づき、本学在学生が当該大学で履修することを認めることができる。 
２ 前項によって学生が当該他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修

得した単位を、60 単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。また前項によって履修した期間は、第 12 条に規定する修業年限

に算入するものとする。 
３ 前 2 項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣

が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合に

ついて準用する。 
４ 単位の認定に関する細則は、別に定める。 
５ 留学に関する規程は、別に定める。 

（大学以外の教育施設等における学修） 
第 33 条の 2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修

とみなし、単位を与えることができる。 
２ 前項の規定により授与することができる単位数は、前条の規定により本学において修

得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
３ 単位の認定に関する細則は、別に定める。 
（入学前の既修得単位の認定） 
第 33 条の３ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学若しくは

外国の大学（外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場

合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程におけ

る授業科目を我が国において履修した場合を含む。）又は短期大学若しくは外国の短期大

学（外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修した場合及

び外国の短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程におけ
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る授業科目を我が国において履修した場合を含む。）において履修した授業科目について

修得した単位（大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条に定める科目等履

修生として修得した単位を含む。）を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 
２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する

学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。 
３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は授与することができる単位数は、編入

学、転入学等の場合を除き、第３３条の第１項並びに第３３条の２第１項により本学にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
４ 単位の認定に関する細則は、別に定める。 
 
   第９章 授業科目、単位数及び履修方法 
第 34 条 本学の授業科目は、全学共通科目、学科科目、キリスト教文化研究所開講科目及

び教職等に関する科目に分ける。 
第 34 条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれら

の併用により行うものとする。 
2 本学は、大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第２５条第２項の規定に基づき

文部科学大臣が別に定めるところにより前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 
3 本学は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、

多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合に

ついても、同様とする。 
4 前二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。 
5 本学は、大学設置基準第２５条第４項の規定に基づき文部科学大臣が別に定めるところ

により、第１項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 
第 35 条 本学における授業科目及びその単位数は、別表Ⅰから別表Ⅸ、別表ⅩⅠからⅩⅢ

までに掲げるとおりである。 
第 36 条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容を

もって構成するものとし、次の基準により単位数を計算するものとする。 
（１）講義については、１５時間の授業をもって 1 単位とする。 

 （２）演習については、１５時間又は３０時間の授業をもって 1 単位とする。 
（３）実験、実習、実技等については、３０時間又は４５時間の授業をもって 1 単位とす

る。 
（４）一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前３号に規定する基準を考慮

して別に定める時間の授業をもって１単位とする。 
 （５）卒業論文については、学修の成果を評価して所定の単位数を与える。 
第 37 条 学生は、所属する学科によって全学共通科目、学科科目（他学科科目を含む。）、

キリスト教文化研究所開講科目及び教職に関する科目を履修し、１２４単位以上を修得

しなければならない。ただし、食品栄養学科の学生は１３９単位以上を修得しなければな

らない。 
２ 履修に関する規程は、別に定める。 
第 38 条 削除 
第 38 条の２ 本学は、教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため、組織的な研究及び

研修を実施するものとする。 



 

101.000－7 
 

第 39 条 削除 
第 40 条 人間生活学部食品栄養学科において、栄養士の免許及び管理栄養士国家試験受験

資格を得ようとする者は、栄養士法等関連法令に基づく別表Ⅲの３に掲げる授業科目及

び単位数を修得しなければならない。 
２ 栄養士養成及び管理栄養士養成に関する規程は、別に定める。 
３ 人間生活学部食品栄養学科において、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の任用資格

を得ようとする者は、別表Ⅲの３に掲げる食品衛生法等関連法令に基づく授業科目を履

修し、その単位数を修得しなければならない。 
４ 食品衛生管理者養成及び食品衛生監視員養成に関する規程は、別に定める。 
第 40 条の２ 人間生活学部児童学科において、保育士資格を得ようとする者は、別に定め

る保育士資格取得履修要項による児童福祉法等関連法令に基づく授業科目及び単位数を

修得しなければならない。 
第 41 条 教育職員免許状の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規

則に定める基礎資格を取得し、かつ、所要の単位数を修得しなければならない。 
２ 本学の学部の学科において、当該所要資格を取得できる教育職員免許状の種類及び免

許教科は、次の表に掲げるとおりである。 
学   部 学    科 免許状の種類 免許教科 
文  学  部 
 
 
 
 
 

英語英文学科 
 

高等学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状 

外国語（英語） 
外国語（英語） 

日本語日本文学科 
 

高等学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状 

国語・書道 
国語   

現代社会学科 
 

高等学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状 

地理歴史・公民 
社会   

人間生活学部 
 
 
 
 
 
 
 
 

人間生活学科 
 

高等学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状 

家庭・福祉 
家庭 

児童学科 
 
 
 
 
 

幼稚園教諭一種免許状 
小学校教諭一種免許状 
特別支援学校教諭一種免許状 
（知的障害者に関する教育の領域） 
（肢体不自由者に関する教育の領域） 
（病弱者に関する教育の領域） 

 
 
 
 
 
 

食品栄養学科 栄養教諭一種免許状  

国際文化学部 国際文化学科 高等学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状 

外国語（英語） 
外国語（英語） 

情報デザイン

学部 情報デザイン学科 高等学校教諭一種免許状 情報 

３ 本学において開設する教科、特別支援教育、栄養に係る教育及び教職に関する科目並び

にその単位数は、別表Ⅱの 1、Ⅱの２、Ⅱの３、Ⅲの１、Ⅲの２、Ⅲの３、Ⅴ、ⅩⅠ及び

ⅩⅡに掲げるとおりである。 
第 41条の２ 文学部現代社会学科において、社会調査士の資格認定を受けようとする者は、

別に定める科目を履修し、その単位数を修得しなければならない。 
２ 社会調査士の資格を得るための科目及び単位数等については、別に定める。 
第 42 条 本学において学校図書館司書教諭の資格を取得しようとする者は、学校図書館司

書教諭講習規程に定める科目を履修し、その単位数を修得しなければならない。 
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２ 学校図書館司書教諭に関する科目及び単位数は、別表Ⅵに掲げるとおりである。 
第 42 条の２ 本学において司書の資格を取得しようとする者は、図書館法及び同法施行規

則に定める科目を履修し、その単位数を修得しなければならない。 
２ 司書の資格を得るための科目及び単位数等については、別表Ⅵの２に掲げるもののほ

か、別に定めるところによる。 
第 42 条の３ 削除 
第 43 条 本学において学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法及び同法施行規則

に定める科目を履修し、その単位数を修得しなければならない。 
２ 学芸員の資格を得るための科目及び単位数等については、別表Ⅷに掲げるもののほか、

別に定めるところによる。 
第 43 条の２ 本学において日本語教員養成課程修了証書の授与を受けようとする者は、日

本語教員養成のための標準的な教育内容に定める科目を履修し、その単位数を修得しな

ければならない。 
２ 本学において開設する日本語教員養成課程に関する科目は、別表Ⅸに掲げるもののほ

か、別に定めるところによる。 
第 43 条の３ 人間生活学部人間生活学科において、社会福祉士試験受験資格を得ようとす

る者は、別に定める履修に関する規程における社会福祉士及び介護福祉士法等関連法令

に基づく授業科目及び単位数を修得しなければならない。 
第 43 条の４ 人間生活学部児童学科において、公認心理師資格の学部段階を満たそうとす

る者は、別に定める履修に関する規程における公認心理師法に基づく授業科目及び単位

数を修得しなければならない。 
２ 本学において開設する公認心理師資格の学部段階に関する科目は、別表ⅩⅢに掲げる

もののほか、別に定めるところによる。 
 
   第１０章 単位の認定 
第 44 条 履修した授業科目の単位の認定は、試験等の成績による。 
第 45 条 本学の試験は、授業科目試験及び卒業論文審査とに分ける。 
２ 削除 
３ 削除 
４ 試験に関する規則は、別に定める。 
５ 履修した授業科目の成績評価の評語は、秀、優、良、可、不可で表す。秀、優、良、可

を合格とし、授業科目所定の単位数を与える。 
６ 授業への出席が当該授業科目の総授業時間の３分の２に満たない者は、単位を認定し

ない。その場合の成績評価の評語は放棄とする。 
７ 第３３条、第３３条の２及び第３３条の３により単位を認定する科目の成績評価の評

語は、認定とし合格の評価とする。 
８ 成績評価に対する疑義のある学生は、別に定める期日までに当該教員に申し出ること

ができる。 
９ 前３項に定めるもののほか、成績等の評価等に関し、必要な事項は別に定める。 
第 46 条 削除 
 
    第１１章 卒業及び学位 
第 47 条 本学に４年以上在学し、第 37 条に規定する単位数を修得した者は、卒業とする。 
第 48 条 卒業者には、学士の学位を授与する。 
２ 前項の規定により授与する学士の学位は、次のとおりとする。 
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文学部英語英文学科     学士（英語英文学） 
文学部日本語日本文学科   学士（日本語日本文学） 
文学部現代社会学科     学士（現代社会学）  
人間生活学部人間生活学科  学士（人間生活学） 
人間生活学部児童学科    学士（児童学） 
人間生活学部食品栄養学科  学士（食品栄養学） 
国際文化学部国際文化学科  学士（国際文化学） 
情報デザイン学部情報デザイン学科  学士（情報デザイン学） 

３ 学士の学位授与に関する規程は、別に定める。 
 
    第１２章 学費 
第 49 条 授業料等学費の額は、別表Ⅹに掲げるとおりである。ただし、在学生、聴講生、

科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び委託生にかかる学費の免除は、別に定める。 
第 50 条 授業料は、年２期に分け、所定の期日までに納めるものとする。ただし、願い出

により分納することを認める。 
第 51 条 学年又は学期を通して休学する場合は、当該期間に支払うべき授業料の半額を徴

収する。 
第 52 条 すでに納入した学費及びその他の納入金は、返還しない。 
 
    第１３章 賞罰 
第 53 条 学業が特に優秀な者又は学生の模範となる行為をした者は、教授会の議を経て、

これを表彰することがある。 
第 54 条 本学教育の趣旨に背き又は学生の本分に反する行為をした者に対して、教授会の

議を経て、懲戒を行う。 
２ 懲戒は、戒告、謹慎又は退学とする。 
３ 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、退学させることができる。 
 （１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
 （２）学力不振で成業の見込みがないと認められる者 
 （３）正当の理由がなくて出席常でない者 
 （４）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 
 
   第１４章 聴講生、科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び外国人留学生 
第 55 条 本学の授業科目について、聴講を希望する者があるときは、教育研究に支障のな

い限り、教授会の議を経て、聴講生として許可することがある。 
２ 聴講生に関する規程は、別に定める。 
第 56 条 本学の特定の授業科目について、単位の修得を目的として履修を希望する者があ

るときは、教育研究に支障のない限り、教授会の議を経て、科目等履修生として許可する

ことがある。 
２ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 
第 56 条の２ 他の大学（外国の大学を含む。）、短期大学（外国の短期大学を含む。）又は 

高等専門学校の学生で、本学の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該大学、 
当該短期大学又は当該高等専門学校との協議に基づき、特別聴講学生として履修を認め 
ることができる。 

２ 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 
第 57 条 本学において特定の事項について研究を希望する者があるときは、教育研究に支
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障のない限り、教授会の議を経て、研究生として許可することがある。 
２ 研究生に関する規程は、別に定める。 
第 58 条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を希望す

る者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 
２ 外国人留学生に関する規程は、別に定める。 
第 59 条 科目等履修生及び特別聴講学生には、別に定めるもののほか、本学の学則を準用

する。ただし、学則第１１条、第１２条、第４７条及び第４８条の規定は除く。 
２ 聴講生及び研究生には、別に定めるもののほか、本学の学則を準用する。ただし、学則

第１１条、第１２条、第４５条、第４７条及び第４８条の規定は除く。 
 
    第１５章 公開講座 
第 60 条 社会人の教養を高め、地域文化の向上に資するため、公開講座を開設することが

できる。 
２ 公開講座の運営その他に関する規程は、別に定める。 
 
    第１６章 大学寮 
第 61 条 削除 
 
    第１７章 改廃 
第 62 条 この学則の改廃は、教授会及び評議会の議を経て、学長が行う。 
 
   附 則 
 本学則は昭和２４年４月１日から適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和２６年４月１日から適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和３０年４月１日から適用する。 
   附 則 
  本学則は昭和３９年４月１日から適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和４２年４月１日から適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和４２年１０月１日から適用する。ただし、第２条、第４条の２、第７条、第

９条、第１４条の規定は、昭和４１年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和４４年４月１日から施行する。 
   附 則 
 本学則は昭和４５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 本学則は昭和４６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 本学則は昭和４７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 本学則は昭和４９年４月１日から施行する。 
   附 則 
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 本学則は昭和５０年４月１日から施行する。ただし、第４７条、第４８条、第４９条は、

昭和５０年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５１年４月１日から施行する。ただし、第４８条、第４９条、第５０条は、 
昭和５１年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５２年４月１日から施行する。ただし、第４８条は、昭和５２年度入学者か

らこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５３年４月１日から施行する。ただし、第４８条、第４９条、第５０条は、

昭和５３年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５４年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅴの額は、昭和５３年度入学者

からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５５年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、昭和５５年度

入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５６年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、昭和５６年度

入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５７年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、昭和５７年度

入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和５８年４月１日から施行し、昭和５８年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和６０年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、昭和６０年度

入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和６１年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、昭和６１年度

入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和６２年４月１日から施行し、昭和６２年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は昭和６３年４月 1 日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、昭和６３年度

入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は平成２年４月１日から施行する。ただし、別表 1 からⅣ・Ⅵの改正規定は、平成

２年度入学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則は平成３年９月２０日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、平成４年度入

学者からこれを適用する。 
   附 則 
 本学則の改正は、平成４年４月１日から施行する。ただし、別表Ⅵの改正規定は、平成４

年度入学者からこれを適用する。また、本学則第１１条の規定にかかわらず、平成４年度か
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ら平成１１年度までの間の入学定員は、次のとおりとする。 
 

学 部 学   科 専  攻 入学定員 

文学部 
英語英文学科  １２０名 
国語国文学科  ９０名 

 
家政学部 
 

家政学科  ８０名 

児童学科 児童学専攻 
児童教育専攻 

５０名 
７０名 

食品・栄養学科 食品・栄養学専攻 
管理栄養士専攻 

２０名 
３０名 

    附 則 
１ 本学則の改正は、平成６年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、第４８条の

規定は、平成３年度入学生からこれを適用する。 
   附 則 
 この学則は、平成７年４月１日から施行する。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成８年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成９年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、第４３条の

２の規定は、平成８年度入学者からこれを適用する。また、改正後の別表Ⅵの規定は、平

成８年文部省令第２８号の附則に該当する者を除く平成９年度在学者からこれを適用す

る。 
附 則 

１ 本学則の改正は、平成１０年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
３ 平成９年度以前の人間生活学部食品栄養学科食品栄養学専攻及び管理栄養士専攻の入

学生については、それぞれ改正前の第３９条及び第４０条を適用し、各専攻はその専攻学

生の卒業時をもって廃止する。 
４ 平成４年４月１日施行に伴う附則の一部を次のとおり改正する。 

学 部 学   科 専  攻 入学定員 

文学部 
英語英文学科  １２０名 
国語国文学科  ９０名 

 
人間生活学部 
 

人間生活学科  ８０名 

児童学科 児童学専攻 
児童教育専攻 

５０名 
７０名 

食品栄養学科  ５０名 
附 則 

１ 本学則の改正は、平成１１年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
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３ 平成４年４月１日施行に伴う附則の表中「国語国文学科」及び平成１０年４月１日施行

に伴う附則第４項表中「国語国文学科」をそれぞれ「日本語日本文学科」に改正する。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成１２年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 

  附 則 
１ 本学則の改正は、平成１３年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、第４１条第

２項の改正規定は、平成１２年度以前の入学者にこれを適用する。また、改正後の第４３

条の３の規定は、平成１２年度入学生からこれを適用する。 
      附 則 
１ 本学則の改正は、平成１４年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
     附 則 
１ 本学則の改正は、平成１５年４月１日から施行する。 
２  本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の第

４２条の２の規定は、平成１４年度以前の入学者にこれを適用する。 
３  改正後の第１１条の規定にかかわらず、平成１５年度以降の文学部英語英文学科、日本

語日本文学科、現代社会学科、人間生活学部人間生活学科、児童学科児童学専攻及び児童

教育専攻の収容定員は、次の表のとおりとする。 

学 部 学   科 専  攻 
収 容 定 員 

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

文 学 部 
英語英文学科  ４１０人 ３８０人 ３５０人 
日本語日本文学科  ３００人 ２８０人 ２６０人 
現代社会学科  ６０人 １２０人 １８０人 

人間生活学部 
人間生活学科  ３１０人 ３００人 ２９０人 

児 童 学 科 児童学専攻 
児童教育専攻 

２１０人

２７０人 
２２０人

２６０人 
２３０人

２５０人 
附 則 

 本学則の改正は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、改正後の別表Ⅲの１及びⅥ

の２の規定にかかわらず、本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成１７年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、栄養教諭一

種免許状取得に係る授業科目は、平成１６年度以前の入学生についても履修することが

できる。 
３ 改正後の第１１条の規定にかかわらず、平成１７年度以降の人間生活学部食品栄養学

科の収容定員は、次の表のとおりとする。 

学  部 学   科 専  攻 
収 容 定 員 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 
人間生活学部 食品栄養学科  ２３０人 ２６０人 ２９０人 

      附 則 
１ 本学則の改正は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
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３ 改正後の第１１条の規定にかかわらず、平成１８年度以降の人間生活学部児童学科の

収容定員は、次の表のとおりとする。 

学  部 学   科 専  攻 
収 容 定 員 

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

人間生活学部 
児 童 学 科  １２０人 ２４０人 ３６０人 

 
児童学専攻 １８０人 １２０人 ６０人 
児童教育専攻 １８０人 １２０人 ６０人 

      附 則 
１ 本学則の改正は、平成１９年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、別表Ⅲの２

の「教育課程・特別活動の研究」を「教育課程論」「特別活動の指導法」とする授業科目

の改正については、平成１８年度入学生から適用する。 
      附 則 
１ 本学則の改正は、平成２０年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
      附 則 
１ 本学則の改正は、平成２１年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、別表Ⅱの２

の文学部日本語日本文学科学科科目で新たに開講する授業科目は、平成２０年度以前の

入学生についても履修することができる。 
  附 則 

１ 本学則の改正は、平成２２年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の別

表Ⅲの２に規定する授業科目の「総合的学習教育法」及び「外国語活動教育法」について

は、平成２０年度入学生から、並びに改正後の別表Ⅴに規定する授業科目の「教職特講Ⅰ」、

「教職特講Ⅱ」及び「教職特講Ⅲ」については、平成２１年度以前の入学生についても履

修することができる。 
附 則 

１ 本学則の改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の第

２７条第１項第２号、第２項及び第３項の規定、別表Ⅰの授業科目「人材育成論」、別表

Ⅱの３の授業科目「社会研究総合」並びに別表Ⅲの２の授業科目「保育・教育基礎実習」

及び「保育・教育インタ－ンシップ」については、平成２３年度在学生からこれを適用す

る。 
附 則 

１ 本学則の改正は、平成２４年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の 
 別表Ⅵの２及び別表Ⅷに規定する授業科目については、平成２３年度以前の入学生につ

いても履修することができる。 
附 則 

１ 本学則の改正は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の 
 別表Ⅵの２に規定する授業科目「情報資源組織演習Ⅰ」及び「情報資源組織演習Ⅱ」につ

いては、平成２４年度入学生からこれを適用する。 
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附 則 
１ 本学則の改正は、平成２６年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の別

表Ⅰに規定する授業科目「選択英語Ｇ」、「選択英語Ｈ」、「選択英語Ⅰ」及び「選択英語Ｊ」

については、平成２６年度以前の入学生についても履修することができる。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成２９年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の別

表Ⅱの３の授業科目「現代社会学特講Ⅳ」、「社会史特講Ⅴ」及び「社会史特講Ⅵ」につい

ては、平成２８年度以前の入学生についても履修することができる。なお、これによる場

合は、各入学年度の学則別表Ⅱの３の学科関連科目として適用する。 
  また、改正後の別表Ⅲの１の授業科目「食生活論」、「食経営論」、「食政策論」、「比較食

文化論」については、平成２８年度以前の入学生についても履修することができる。 
   附 則 
１ 本学則の改正は、平成３０年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の別

表Ⅰに規定する授業科目「ことばと社会」並びに別表Ⅲの１の授業科目「メディア戦略論」、

「広告論」及び「マーケティングコミュニケーション論」については、平成２９年度以前

の入学生についても履修することができる。 
附 則 

１ 本学則の改正は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の第

４５条及び改正後の別表Ⅰに規定する授業科目「共生と文化を考える」については、平成

３０年度以前の入学生についてもこれを適用する。 
附 則 

１ 本学則の改正は、令和２年４月１日から施行する。 
２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の第

45 条及び第 46 条については、令和元年度以前入学生についてもこれを適用する。また、

改正後の別表Ⅰに規定する授業科目「言語学」並びに別表Ⅶに規定する授業科目「生涯学

習支援論Ⅰ」、「生涯学習支援論Ⅱ」、「社会教育経営論Ⅰ」、「社会教育経営論Ⅱ」、「社会教

育実践演習」及び「地域創生論」については、令和元年度以前の入学生についても履修す

ることができる。 
３ 別表Ⅹの改正については、令和２年度入学生からこれを適用する。 
   附 則 
１ 本学則第 34 条の 2 第 4 項の改正は、令和 2 年 5 月 14 日より施行し、令和 2 年 4 月 1

日より適用する。 
附 則 

１ 本学則の改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の別
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表 I に規定する授業科目「キリスト教学ⅩⅣ」、「キリスト教学ⅩⅤ」、「キリスト教学Ⅹ

Ⅵ」、「法律学Ⅰ」、「法律学Ⅱ」、「キャリアデザイン基礎」及び「キャリアデザイン発展」

については、令和２年度以前の入学生についてもこれを適用する。 

３ 改正後の第 11 条の規定に係わらず、令和 3 年度以降の文学部 英語英文学科、日本語

日本文学科、現代社会学科、人間生活学部 人間生活学科、児童学科の収容定員は次の表

のとおりとする。 

学部 学科 
収容定員 

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

文学部 

英語英文学科 330 人 340 人 350 人 

日本語日本文学科 250 人 260 人 270 人 

現代社会学科 250 人 260 人 270 人 

人間生活学部 
人間生活学科 290 人 300 人 310 人 

児童学科 490 人 500 人 510 人 

附 則 

１ 本学則の改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ 本学則の改正は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 本学則の施行前に在学する学生においては、なお従前の例による。 

   附 則 

１ 本学則の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 本学則の施行前に在学する学生については、なお従前の例による。ただし、改正後の別

表 I に規定する授業科目「心理学Ⅰ（感情・人格心理学）」、「心理学Ⅳ（司法・犯罪心理

学）」、「医学Ⅲ（精神疾患とその治療）」「産業・組織心理学」については、令和５年度以

前の入学生についてもこれを適用する。 
  また、改正後の別表Ⅱの３の授業科目「地域おこし論」「観光学」「フィールドワーク論」

「地域社会学Ⅱ」については、令和５年度以前の入学生についても履修することができる。

なお、これによる場合は、各入学年度の学則別表Ⅱの３の学科関連科目として適用する。 
  また、改正後の別表 III の２に規定する授業科目「心理的アセスメント」については、

令和５年度以前の入学生についても履修することができる。 
３ 改正後の第 11 条の規定にかかわらず、令和６年度以降の国際文化学部国際文化学科、

情報デザイン学部情報デザイン学科の収容定員は、次の表のとおりとする。 

学部 学科 
収容定員 

令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

国際文化学部 国際文化学科 100 人 200 人 300 人 

情報デザイン

学部 

情報デザイン学

科 
90 人 180 人 270 人 

 



 

101.000－17 
 

別表 １ 
 

文学部における人材育成等の目的 
 

 
 本学部は、本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて、言語文化をはじめと

する人間の文化的営為の研究を通して、人間について広くかつ深く洞察することを目指

す。 
 当該学部は、次代を担う学生に対して、人間の文化的営為の考察結果を伝達すること

によって、人間を考察する豊かな知性と感性を備え、社会を背負って立つ卒業生を送り

出すことに努める。 
 

 
文学部各学科における人材育成等の目的 

 
 
 

英語英文学科 

 
 本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて、英語運用能

力の向上とともに、英米文学、英語学･言語学及び国際コミュニケー

ションまた関連分野の学問を学修･研究し、さらに一般教養も身につ

ける。それによって、自他双方の人生を豊かにする学生個々人の全

人的人格形成をはかり、それを通して国内外において社会に貢献で

きる有為な人材を育成する。 
 

 
 
 
日本語日本文学

科 
 
 

 
 「ことば」の様々な側面を、日本語を核とする日本文化全体の視

野から見つめ直すことを目標とする。具体的には、日本語・日本文

学や、書道・国語教育などの言語文化の研究を行なう。それらの研

究を通して、問題意識を高め、資料を用いた論理的な方法によって

課題探求をし、柔軟な思考力と判断力を養う。それによって、自ら

の内面と「ことば」を磨き、発信のできる人材の育成を目指す。 
 

 
 
 
現代社会学科 
 
 
 

 
 現代社会の諸現象が生起する仕組みを分析する社会学と、人間社

会がここに至った過程を研究する歴史学を方法的支柱として、多方

面から社会を考察する力を養う。両学問の方法論をあわせ学ぶとと

もに、フィールドワークなどの実践活動を行うことを通じて、高い

専門性と広汎な視野を兼ね備えて地域・社会に貢献できる人材を育

成する。 
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別表 ２ 
 

人間生活学部における人材育成等の目的 
 

 本学部は、本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて、「人間生活」に関する

科学的考察と「人間らしい生活」の実現を目指す価値的考察との学際的統合を研究・教

授する。高度の専門的知識を持ちつつも、なお広い視野と思考の柔軟性を失うことなく、

知識の背後にある人格価値を知り、かつ他者の人格価値に共感できる感受性豊かな人材

を育成する。 

 
 

人間生活学部各学科における人材育成等の目的 
 

 
 
 

人間生活学科 

 
 本学の教育理念であるキリスト教精神に基づいたリベラル・アー

ツ・カレッジとしての位置づけを踏まえ，「人間中心の生活学」を総

合的な視点から教授研究することを学科の目的とする。人間・福祉，

経営・経済，生活・環境といった広い分野の有機的連携のもとに，

人間性に満ちた，幅広い教養を持ちつつ，専門性を併せ持った人材

の育成を目指す。 
 

 
 
 
児童学科 
 
 

 
 学科の英文名称、Department of Child Welfare の示すように、

子どもたちの幸福（welfare）に資するよう、心理、医学、福祉、

教育、文化、芸術等の領域から多角的な視野で子どもを理解し、子

どもの成長・発達を援助できる人材の育成を目的とする。あわせ

て、みずから考え、主体的・自発的に行動し、高いコミュニケーシ

ョン能力を備えた人材の養成も目的である。このような専門性と豊

かな人間性を備えたうえで、幼稚園、小学校、特別支援学校の教員

免許及び保育士資格等の取得を通して、社会の要請に応え、地域に

貢献する。 
 

 
 
 
食品栄養学科 
 
 
 

 
 生活習慣病をはじめとする疾病の予防や治療、あるいは児童・生

徒の栄養管理や栄養教育の推進に資する管理栄養士及び栄養教諭の

養成を教育上の目的とする。食に関する高度な専門知識や技術はも

とより、みずからの専門分野をさまざまな角度から見つめ、「人間

の栄養学」を真に理解することのできる高い知性と教養、さらに豊

かな人間性を備えた総合力のある管理栄養士や栄養教諭の育成を目

指す。 
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別表 ３ 
 

国際文化学部国際文化学科における人材育成等の目的 
 

 本学部は、本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて、グローバル社会を分

析対象とする諸理論の基本と諸地域の実態を、学際的手法によって講究するとともに、

表象文化の学びを通じて日本文化を深く理解して自らのアイデンティティを確立し、グ

ローバルな思考と視座から、社会情報系科目の学びを活用して社会の諸問題をグローカ

ルに改善・解決し、社会の平和と持続的な発展に貢献する人材の育成を目指す。 

 
 
 
別表 ４ 
 

情報デザイン学部情報デザインにおける人材育成等の目的 
 
 本学部は、本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて、IT リテラシと情報倫

理、情報技術およびデータ分析技術の専門知識を身につけ、次世代の IT システムの構

築・利用の基盤技術を修得し、情報学やデータサイエンスの文系理系の枠組みを超えた

視点で社会の諸問題を捉え、インターネットやデータ分析を活用した多様なアプローチ

で問題の改善・解決に取り組み、社会の安全で持続的な発展に貢献する人材の育成を目

指す。 
 
 


